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八峰町及び能代市沖 協議会構成員説明会議事録 

【エネ庁】 

定刻になりましたので、ただいまから秋田県八峰町及び能代市沖における協議会構成員

による説明会を開催いたします。本日はお忙しいところ御出席いただき、誠にありがとう

ございます。本日司会をさせていただきます、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー

課風力政策室の寺澤と申します。よろしくお願いいたします。 

この説明会は、秋田県八峰町及び能代市沖における協議会意見とりまとめの内容の背景

にある協議会構成員の思いを的確に把握する機会を設けるため開催するものでございます。

流れとしましては、現在表示している次第のとおり、開会、説明事項、質疑応答と進み、

15 時ごろの終了を見込んでいます。 

さて、開会にあたり、本日参加しております、協議会構成員の代表の方々を御紹介させ

ていただきます。 

資源エネルギー庁新エネルギー課風力政策室長の石井でございます。 

国土交通省港湾局海洋環境課課長補佐 伊庭様。 

国土交通省港湾局海洋環境課海洋利用調査センター課長補佐 山本様。 

農林水産省水産庁漁港漁場整備部計画課計画官森田様。本日はオンライン参加となりま

す。 

秋田県産業労働部新エネルギー政策統括監 阿部様。 

能代市エネルギー産業政策課課長 浜野様。 

八峰町企画財政課課長 高杉様。 

秋田県漁業協同組合専務理事 工藤様。 

峰浜漁業協同組合代表理事組合長 石井様。 

日本内航海運組合総連合会海務部担当部長 逸見様。本日はオンラインでの参加となり

ます。 

秋田大学名誉教授、また本協議会の座長でもいらっしゃる中村様。 

秋田県立大学システム科学技術学部教授、また本協議会の副座長でもいらっしゃる杉本

様。本日はオンライン参加となります。 

秋田大学理工学部システムデザイン工学科教授 浜岡様。本日はオンライン参加となり

ます。 

東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授 松本様。本日はオンライン参加

となります。 

公募に向けた説明会という趣旨を踏まえ、参加者の皆様には留意点がございます。 

本説明会においては、常にカメラをオフの状態としてください。公募参加予定事業者の

皆様におかれましては、質疑の際、御所属や氏名が特定されるような発言は御遠慮くださ

るようお願いいたします。 
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それでは次第「２説明事項」に入らせていただきます。説明事項といたしまして、協議

会意見とりまとめについて、各構成員から説明させていただきます。 

まずはじめに、秋田県阿部様、説明をお願いします。 

 

【秋田県】 

はい、それでは八峰町及び能代市沖における協議会意見のとりまとめについて説明させ

ていただきます。かなり具体的に書いてありますので、漁業関係以外の主な点、強く配慮

願いたい点について説明させていただきます。まずは３．留意事項の（２）２つ目のポツ

であります。地元自治会等による災害時における防災計画に定める指定避難場所への電力

供給確保にかかる検討、計画策定への協力、本事業で発電される電気を県内企業で活用す

るための検討、再エネ電気の活用を希望する企業の誘致活動への協力等、洋上風力発電に

よる電気の地域における活用に関しまして配慮をお願いするものであります。 

同じく（２）3 つ目のポツであります。第２期秋田県新エネルギー産業戦略（改訂版）

の重点プロジェクトとして掲げる各項目の実現に資する取組。具体的には関連企業の誘致、

人材育成、県内企業への発注、FIP 制度による県内企業との電力の相対取引、再エネ工業

団地整備、グリーン水素。さらには公募段階及び選定後の県内企業の投資参入。そういっ

た点について、港湾および周辺についての洋上風力発電関連産業の立地に向け、地元自治

体が講じる施策について認識するとともに、合理的な範囲において適切な協力を行ってい

ただきたいということであります。 

次に４つ目のポツです。洋上風力発電の観光資源としての活用や環境教育・広報のため

の利用について配慮していただきたい。 

それから５つ目のポツでございます。選定事業者は地域や漁業との共存共栄の理念のも

と、今後設置される基金への出捐などを通じて発電事業で得られた利益を還元することに

より、地域や漁業との共存共栄策を講ずること、基金への出捐等の規模については選定事

業者の公募占用計画で示される発電設備出力の規模にキロワットあたり単価と公募占用計

画の最大認定期間を乗じた額を目安とします。また、各年度の基金への出捐等の額、使途

その他地域や漁業との協調・共生策に実施に必要な事項については、選定事業者が協議会

構成員に対し必要な協議をするということであります。 

次のページをお願いします。下の方（４）１ポツです。洋上風力発電設備の基礎に係る

海洋工事の施工、モノパイルの打設工事等に当たっては、八峰町及び能代市の関係漁業者

に丁寧に説明・協議を行い、工事の作業内容や時期、作業船の航行などと漁業の操業等に

ついて適切に調整すること。モノパイル音につきましては、港湾内洋上の洋上風力発電の

設備工事にあたり、早朝や夜の工事において周辺住民から、うるさい等の問題が生じてお

ります。 

次のページ（６）環境配慮事項について、1 ポツ環境影響評価につきましては、地域住

民に対し丁寧に説明すること。2 ポツ騒音、低周波音、風車の影、鳥類、海生生物、景観
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への影響について適切に調査・予測・評価を行うと共に結果を踏まえ、これらへの影響を

回避・低減できるよう配慮すること。3 ポツ環境影響評価における予測・評価には不確実

性が伴うことから、工事中及び供用後は、必要に応じて環境監視や事後調査を実施するこ

と。以上が県からの説明になります。 

 

【エネ庁】 

ありがとうございました。続きまして秋田県漁業協同組合様よろしくお願いいたします。 

 

【秋田県漁業協同組合】 

それでは私の方から１点だけ説明をさせていただきます。 

協議会意見の中の（３）洋上風力発電設備等の設置位置等についての留意点というとこ

ろがございますが、ここには明確に記載されておりませんけれども、能代港に入出する船

舶の通航海域ということで、発電設備等の設置に制約が生じる範囲というものを説明させ

ていただきたいと思います。画面に出ておりますけれども、①～④まで下の方に座標が出

ておりますが、この 4 点で囲まれた範囲につきましては、漁船の航行が非常に多いという

ことでございますので、この海域におきます発電設備の設置は御遠慮願いたいということ

でございます。以上です。 

 

【エネ庁】 

ありがとうございました。続きまして峰浜漁業協同組合様よろしくお願いいたします。 

 

【峰浜漁業協同組合】 

はい。峰浜漁業組合としては、当初 18 万キロから 36 万キロまで系統容量が増加したと

いうことで、設置する風車の基数がスタート時点に比べたら多くなっているのではないか

というふうに思っています。その際に風車の離隔距離を考えておいていただきませんと

我々の方で区域でやっている刺し網、それから小型ですが定置網漁もやっていますのでそ

の辺への影響が出かねないということもございますので、漁業者との話し合いの上で事業

計画を組んでいただきたいというふうに思っておりますし、既にできあがっている事業者

さんについては、なお一層漁業者との協議を深めていただいた上で事業実施に当たってい

ただきたいと考えております。以上です。 

 

【エネ庁】 

ありがとうございました。構成員の皆様で他にこの場で御発言、御説明をしたいという

方がいらっしゃいましたら、挙手をしてくださるようお願いいたします。 

では、能代市様お願いします。 
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【能代市】 

 能代市エネルギー産業政策課の浜野です。 

再生可能エネルギーの導入が促進されるにつれ、地域での地産地消への関心が高まって

いることを感じております。協議会意見とりまとめとして、（２）地域や漁業との共存及

び漁業影響調査についての中に、選定事業者は、洋上風力発電による電気の地域における

活用に関して配慮することとあり、その例示として地産地消に資する取り組み等が記され

ております。災害時における防災計画に定める指定避難場所等への電力供給確保にかかる

検討に期待するところはもちろんですが、再エネ電気の活用を希望する企業の誘致活動へ

の協力として、今後、秋田県や市で整備を目指す工業団地での再エネ活用につきまして、

洋上風力発電が先進的に導入される、その地域の優位性を発信できるような配慮をお願い

したいと考えております。以上です。 

 

【エネ庁】 

はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますでしょうか。 

他にいらっしゃらないようですので、次に進みたいと思いますが、1 点事務局から補足

でございます。先ほど秋田県漁業協同組合様よりお示しいただいた、今表示されているこ

ちらの制約が生じる範囲の地図におきましては、後日、エネ庁及び国交省の協議会のホー

ムページに掲載予定ですので、そちらを御確認いただければと思います。 

次に次第の「３質疑応答」をさせていただきますが、はじめに留意点について御説明い

たします。質問を希望される方は、Teams の手上げ機能により合図をお願いします。合図

をしていただいた方を時間が許す限り、順番に指名致します。指名された方はミュートを

解除し御発言ください。その際、会社名や氏名等は名乗られることのないようにお願いい

たします。もし、名乗られた場合、その場で発言を停止させていただく可能性がございま

す。いただいた御質問については、極力この場で回答したいと考えますが、国や他県様と

の協議が必要で、この場で回答を保留させていただく質問もございます。それらの質問へ

の回答については、本説明会の議事要旨もしくは公募占用指針に対する質問回答にて、後

日エネ庁及び国交省のホームページに掲載いたします。 

以上になりますが、本日は協議会構成員による説明会であることも十分配慮の上、実り

ある場としたいと思います。 

それでは質問のある方は合図をお願いいたします。 

 

【事業者①】 

 指針の 130 ページをお開きいただければとお思います。秋田県知事の評価基準でござい

ます。質問内容ですけれども、この※は経済波及効果の考え方のみにございます。周辺航

路や関係行政機関の長等との調整については※がございませんでした。周辺航路、漁業等

との協調・共生は協議会とりまとめの秋田県知事意見の評価基準で経済波及効果以外に※
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がないのは違和感があるんですけども、そのあたりは秋田県の評価基準は地域経済波及効

果のみに当てはまるということでしょうか。これが 1 点目です。 

 県内企業の投資参入を是非やっていただきたいということでしたけれども、公募をやっ

ている際にコンソーシアムメンバーに組み入れろということなのでしょうか。それとも、

選定後に何らかの形で県内企業の投資ができるような形になればよいということでしょう

か。以上 2 点でございます。 

 

【秋田県】 

 ただいまの説明について秋田県から答えさせていただきます。 

 １つ目の質問は、評価基準に書かれてあることが、地域経済波及効果で評価されるのか、

共生策の方の評価とは異なるのかという質問だったと思います。基本的に漁業等との協

調・共生につきましては、基金事業の中で行われることを評価していきたいと考えており

ます。一方で、※で書かれている評価の内容は地域経済波及効果の中で評価していきたい

と考えております。 

 ２つ目の投資参入、コンソーシアムを作ってもしくは事後なのかといった質問でしたが、

両方とも評価をしますが、これについては後で文書にて回答させていただきたいと思いま

す。 

説明会後の補足回答 

 男鹿市、潟上市及び秋田市沖の説明会でも同様の質問がでましたが、出資参画について

は、公募占用計画提出時であれ、選定後であれ、秋田県の企業を参画させる計画・意思が

あるということの表示について評価したいと考えています。 

 公募占用計画提出時における書面取得が困難なケースも想定されるため、関心表明書や

MOU 等の根拠資料の提出を義務づけるものではありませんが、県内企業との合意内容が

具体的かつ明確な関心表明書や MOU 等の根拠が提示されている計画の方が、より内容の

確実性の高い提案として評価され得ると考えます。 

 

【エネ庁】 

 よろしかったでしょうか。 

 

【事業者①】 

 はい。あともう 1 点あるんですけども、電気の地産地消ということでですね、いわゆる

工業団地へ電気を供給することを配慮していただきたいということでしたけれども、電気

をやる場合にですね、フィジカルでの供給を望まれているのか、バーチャルでの供給を望

まれているのか教えていただけないでしょうか。というのも、工業団地で使用される電力

量を知らないので具体的な設計はフィジカルでは厳しいと思いますけども、バーチャルで

あれば簡単だと思うので、そういった点で御質問させていただく次第です。 
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【秋田県】 

工業団地への電力の供給についてお答えさせていただきます。現時点で再エネ工業団地

という構想を計画中でありますが、現段階で受電者が特定されておりません。そのため、

フィジカルかバーチャルかということも特定できる状況でありません。ここでは、工業団

地に電力供給してくれるといった、そういう計画を評価していきたいと考えています。 

 

【エネ庁】 

はい、よろしいでしょうか。 

 

【事業者①】 

 ありがとうございます。 

 

【事業者②】 

1 点質問させていただきます。 

公募占用指針では、事業実施の実績や維持管理の実績、関係行政機関の長等との調整実

績が評価されると理解しています。地域との共存共栄についても、公募前に地域で取り組

んでいた実績が公募上評価されるという認識でよろしいでしょうか。以上です。 

 

【エネ庁】 

御質問ありがとうございます。この点につきましては、回答を今回保留させていただき

ますのでよろしくお願いします。 

説明会後の補足回答 

 「周辺航路、漁業等との協調・共生」の評価の考え方については、公募占用指針の別添

７でお示ししているとおりで、実績が直接評価対象になるものではありません。 

 

【事業者②】 

 承知しました。よろしくお願いいたします。 

 

【事業者③】 

 1 点質問があります。 

 公募占用指針の 130 ページに記載されている秋田県知事の評価基準に関する質問なんで

すけれども、※の 3 つ目に基地港湾である能代港、秋田港に加え、近隣港湾の活用など、

県内の港湾振興が最大化される計画となっているか。といった基準がありますが、そのう

ち近隣港湾についてどこをイメージされているのか。潟上の方の海域におきましては、船

川港が挙げられていたかと思いますけれども、八峰の海域において近隣港湾はどこをイメ
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ージされているのか。提案上非常に重要なポイントとなりますので、想定があれば教えて

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【秋田県】 

基地港湾につきましての質問でした。秋田県から答えさせていただきます。能代港、秋

田港に加えまして、必要に応じて船川港の活用も考えながら計画を作っていただきたいと

いった趣旨でございます。 

 

【事業者③】 

 承知しました。ありがとうございます。 

 

【事業者④】 

 秋田県漁協様から御説明いただいた風車の設置に制約が生じる範囲について質問が 2 点

ございます。これは、運転開始までの事業計画の最低限の必要なレベルの②もしくは⑨で

評価されるのか。 

 2 つ目は、赤いエリアについては、一定の風車の離隔距離を取ることで設置を認めてい

ただくことはあるのか。また、赤いエリアから外れてさえいれば良いのか、例えば、風車

のタワー部分は赤いエリアから外れているけれども、ローター部分は上空にかかっている

といったことでも良いのか。 

 

【エネ庁】 

御質問ありがとうございます。まず１点目の御質問につきましては、公募占用指針の第

８章の、運転開始までの事業計画の評価の考え方の最低限必要なレベルの部分で⑨協議会

意見とりまとめの、設置や建設にあたっての留意点を考慮した配置計画や施工計画となっ

ているものという項目がございます。こちらの赤い範囲に設置するということは、この項

目を満たせないということになりますので、失格ということになってしまうので御留意い

ただければと思います。 

また、２つ目の御質問ですけれども、今申し上げたように、風車の設置自体は、この赤

エリアには設置できません。しかし、後ほどホームページにアップする資料にも書いてお

りますけれども、洋上風力発電設備等については、海底ケーブル、ブレード回転エリアを

除く、というふうにさせていただいておりますので、御質問にあったローターの部分は被

ったとしても、失格になるというわけではございません。 

以上、御質問の回答になっておりますでしょうか。 

 

【事業者④】 

はい、ありがとうございます。 
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【事業者⑤】 

 施策の実施について 1 点質問させていただきます。選定事業者となった場合、提案した

内容の履行責任が発生すると理解しています。これに関して、基金を利用して行う施策 A

を入札資料で提案したとします。選定された後に協議会でこの基金の使い道を正式に協議

されることになると思いますが、その際に施策 A が不要という結論となった場合には、実

施しなくても良いという理解でよろしいでしょうか。 

 

【エネ庁】 

どうもありがとうございます。協議会のとりまとめに書かれております、その施策の方

向性に従って実施されるものであれば、基本的には選定事業者が決まった後に、当該選定

事業者が入った形で行う協議会の中で、施策そのものが不要になるということはありませ

ん。協議会意見とりまとめに沿った形で提案いただいて認定を受けるものだからです。た

だ一方で、例えば、あまりにスペシフィックなものが書かれた場合には、協議会のとりま

とめに書かれている範囲の中において、例えば、少しモディファイして、具体的な内容に

ついてちょっとアレンジを加えてやっていったらどうか、みたいな議論は、将来的にあり

えると思います。しかし、基本的には施策そのものをやらないということはないと考えて

いただければと思います。 

 

【事業者⑤】 

非常によく分かりました。ありがとうございます。 

 

【事業者⑥】 

質問が２点ございます。 

前の方に続いて基金の出捐についてですけれども、協議会で不要という判断はされない

と言ってましたけれども、基金の施策については議会の議決が必要であるものと理解して

おります。議会で否決された施策については、それでも事業者としては基金以外のところ

で施策を履行する責任が求められるのか、それとも否決された施策の履行責任は免れるの

か。この点について特に議会での否決というのは後発事象でございまして、基金の中もし

くは基金の外で追加費用を伴うというのは、予見可能性が低くなりますので、この点につ

きましては明確に回答いただければと思います。 

将来的に施策が時代に合わなくなり不要となるということが事業期間 30年の間で発生し

得ると考えられますが、その変更が事業者もしくは自治体、協議会から提案され協議の下

で変更されていくというものかということについて確認させていただければと思います。

以上 2 点です。 
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【エネ庁】 

どうもありがとうございます。お答えいたします。最初に 2 点目の方の御質問ですけれ

ども、海域については 30 年に渡って占用許可が出るわけですが、10 年先、20 年先、30 年

先も同じ共生策がそのまま続くかというと、まさに御指摘の通りわかりません。それは、

色んな時代の変化もありますので。したがって、協議会の中で当然議論をして、変わって

いく可能性はありますけれども、公募占用指針の 65ページのところに公募占用計画の変更

にかかる事項がございます。この変更にかかる事項に従って、その基準の範囲内で検討し

ていくということになります。ただ、他方で、最初に提出していただく公募占用計画の中

で、いかなる共生策をやっていただくかについては、最初はピン留めしてフィックスして

いる必要がありますので、この今回の協議会意見とりまとめにしたがって提案をしていた

だくということになります。 

1 点目についてです。おそらく御懸念は発電出力×250×30 という共生基金の規模の目

安について、事業者の方の御懸念としては、この金額を超えて、別に、共生策に対しての

御支援が必要になるのではないかというものだと思いますけれども、そのようなことはご

ざいません。議会で否決される云々という御質問は、各市町村に基金を造成して市議会な

り議会を通してやっていくという運用を前提にされていると思いますけれども、どこに基

金を設置するかについては、選定事業者が決まってから決めていくような事項でございま

す。必ずしも共生基金の枠の外を、新たに捻出していただくということはないと捉えてい

ただければと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

【事業者⑥】 

ありがとうございます。 

 

【事業者⑦】 

先程の質疑に対する追加の質問になります。先ほど質疑の中で、近隣港湾はどこを指し

ますかという質問に対して、船川港ですという回答があったと認識しております。仮に秋

田県男鹿市、潟上市及び秋田沖の選定事業者も船川港を利用する計画で、さらに使用時期

も重複した場合、どのように調整が行われるのでしょうか。 

 

【国交省】 

 国交省でございます。いただきました質問は、改めて文書で回答させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

説明会後の補足回答 

 公募参加時点において、異なる促進区域の公募参加者間で船川港の利用期間が重複して

いた場合であっても、公募占用指針（別添６）に示す能代港・秋田港の利用重複時の調整
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における「乙区域」の公募占用計画の再提出・再評価に伴い、事業者選定結果において船

川港の利用重複が解消される可能性も考えられます。 

万が一、事業者選定結果において、異なる促進区域間で船川港の利用期間が重複した場

合にあっては、公募占用指針第７章（３）３）の選定通知の際に「船川港の利用調整を行

う必要がある」旨を留意事項として付すことが考えられます。 

 

【事業者⑦】 

 承知しました。ありがとうございます。 

 回答によっては事業計画にも関わってきますので、できるだけ早く回答いただけるとあ

りがたいです。よろしくお願いいたします。 

 

【事業者⑧】 

 ３つ質問がございます。 

 まず、別紙 13、記載要領・様式集ですね。関係行政機関の長等との調整能力について、

下記事項を含めて具体的に記載することというのがありまして、過去の関係行政機関の長

等との調整の実績を記載することになっていますが、実際にはそういった調整能力を有し

ていることを示す実績を踏まえ、関係行政機関や地域の実情も踏まえ、どのように調整を

行っているかが重要であると認識しています。関係行政機関との先行調整を踏まえた実効

的に調整できる体制・方法について、関係行政機関の長等との調整実績において評価され

るという認識でよろしいでしょうか。 

 2 つ目はですね、別紙 14 の周辺航路、漁業等との協調、共生です。良好で協議会意見と

りまとめを踏まえた地域共生策を具体的に提案し、かつ周辺航路や環境保全等の地域の安

全に対し最大限配慮しているものという基準がございますが、どのような記載内容を想定

しているのか。方向性があれば教えて下さい。例えば安全基準については何々から何メー

トル離して設計していますといったことを期待しているのか、提案者が関係者への説明を

事前に行っているかといった対話のありかたですとかを踏まえて問題ないと判断するのか。

どういったイメージか。 

 3 つ目はですね、都道府県知事の評価の考え方について、周辺航路、漁業等との協調、

共生で、トップランナーと優れているに公募占用指針に記載されている各説明会を踏まえ

つつとあります。念のための確認なんですが、今日説明されたこと全部ということでいい

のか、その中でも当てはまる当てはまらないといった区分けがあるのか。 

 

【秋田県】 

3つある質問のうち、2つ目の質問ですが、航行安全の確認手法、地域の安全に配慮して

いるかといった点についての確認の質問だったと思いますが、その点につきましては、航

行安全委員会の意見を聞くなり、そういった手だてを経て取り組む、もしくは先に御意見
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を聞いているとすればその内容を踏まえて書いていただければいいですし、それをまだ開

いてないとすればですね、こういった方向性で確認していくと言うことを書いてくれれば

いいと思います。 

 

【エネ庁】 

あと、１つ目と 3 つ目の御質問についてはちょっとすみません。趣旨が十分こちらに伝

わっておりませんので、もう 1 度御説明いただいてよろしいですか。 

 

【事業者⑧】 

 まず 3 つ目から説明しますが、評価基準の中に説明会を踏まえてと記載がございまして、

本日の説明会を踏まえるものと思われますが、冒頭に皆様から説明いただいた内容が対象

となるのか、その後の質疑も含めて対象となるのか。明確な区分があれば教えていただき

たい。 

 1 つ目については、長々と説明してしまいましたが、実績そのものを評価するというよ

りは、実績があることに基づいて、適切に調整できる体制や方法を含めて評価をされると

いうことか。実績のみならず、実績に基づいてですね、調整のポイントですとか、調整の

方法などが整理されて、それが主体的に検討されていることをもって調整能力があると評

価されるという認識でよろしいでしょうか。 

 

【エネ庁】 

ありがとうございます。まず３点目につきましては御指摘のとおりですね、この地元協

議会構成員による説明会の冒頭説明及び質疑の内容を踏まえられているかという点が重要

ということでございます。 

１点目のところですけれども、すみません、ちょっと具体的に、公募占用指針の何ペー

ジ目のところをご覧になりながら質問されたかを教えていただければと思うのですが、よ

ろしいですか。 

 

【事業者⑧】 

 記載要領・様式集の 91 ページです。 

 

【エネ庁】 

91 ページに沿ってもう 1 度教えていただいてもよろしいですか。 

 

【事業者⑧】 

 はい、91 ページにですね、関係行政機関の長等との調整能力について、下記事項を含め

て具体的に記載することとあります。過去の関係行政機関の長等との調整実績を記載する
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こととなっていますが、実際は調整能力を有している実績を踏まえて、関係行政機関や地

域の実情も踏まえまして、どのように調整を行っていくかが重要である。そういった関係

行政機関との先行調整を踏まえまして、実効的に調整できる体制・方法について評価され

るという認識で良いか。 

 

【エネ庁】 

御質問に対するお答えになっているか分からないのですが、ここは調整能力を測る上で、

調整の実績を書いていただくことになっています。今おっしゃっていただいているのは、

どちらかというと、今後、将来どのような形で調整をしていくのか、その実施体制をお示

しすることで、能力があるのだということを示されたいと解釈したのですけれども、そう

いうことでよろしいでしょうか。 

 

【事業者⑧】 

 はい、もちろん実績も踏まえてですけれども、そういったことなのかなと思っておりま

す。 

 

【エネ庁】 

ありがとうございます。我々の理解としては、過去の実績をしっかりこのように示して

いただいた上で、その関係行政機関の長等の調整能力についても、今後の体制含めて書い

ていただくということです。先ほどの「実効的に」というところが抽象的だったものです

から、その部分をどのように解釈していいか分からないで悩んでいたのですけれども、い

ずれにしても過去の実績、実施体制に加えて、その調整を行うための体制をしっかり記載

していただくということになります。その中で、調整業務における役割とかを記載してい

ただき、実効性ある形かどうかというのを判断していくという理解です。 

 

【事業者⑧】 

はい、ありがとうございます。 

 

【事業者⑨】 

先ほど説明がありました設備の設置に制約が生じる範囲の資料について、後日 HP に掲

載されるということですけれども、具体的にはいつ頃掲載されるか教えていただけますで

しょうか。かなり重要なものと考えておりまして、一刻も早く入手したいと考えておりま

す。 

 もう 1 点です。秋田県知事の評価基準について、※が地域経済波及効果にだけ関わって

くるのは違和感があるという質問がありましたが、私も同じ見解でございまして、回答の

中で、理由を説明いただいていたかと思いますが正確に聞き取れなかったのでもう１度説



13 

 

明いただけませんでしょうか。お願いいたします。 

 

【エネ庁】 

御質問ありがとうございます。まず１点目の、制約が生じる範囲の地図につきましては、

今日もしくは遅くても明日中には、経産省、国交省のホームページにアップする予定です。 

２つ目の質問については若干聞き取れませんでしたので、もう 1 度御説明いただいてよ

ろしいですか？ 

 

【事業者⑨】 

 秋田県知事の評価基準で他の方から、※は地域経済波及効果だけでなく、周辺航路、漁

業等との協調、共生にもかかってくるのではないかという質問に対して、そうではないと

いった回答がありましたが、その理由について聞き取れなかったので改めて説明いただい

てもよろしいでしょうか。 

 

【秋田県】 

 知事評価基準の※の部分は、地域経済波及効果だけに係る評価基準ではなく、この前の

協調共生策の評価にも関係するんじゃないかといった質問だったと思いますが、先ほども

お答えしたとおり秋田県知事の評価基準につきましては、地域経済波及効果の項目で評価

することとしております。協調、共生策につきましては、先ほども話しましたけれども、

共生策案とか計画の内容を評価することとしております。 

 

【エネ庁】 

よろしかったでしょうか。 

 

【事業者⑨】 

 御回答ありがとうございました。つまりは、評価基準としてかかってくるのは地域経済

波及効果のみであるが、考え方は個別具体策としての地域振興策の中で評価されるという

認識でよろしいでしょうか。 

 

【秋田県】 

 事業計画を作る側の方で、共生策の項目に評価基準に書かれている内容に関連付けた書

き方をするということがあるということの質問ですか。 

 

【事業者⑨】 

そうですね。 
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【秋田県】 

その場合、共生策の項目として評価し、共生策として書かれている内容で評価します。 

 

【事業者⑨】 

 経済波及効果の評価の考え方として、そういった項目が入っているということでしょう

か。 

 

【秋田県】 

経済波及効果の部分につきましては、計画に書かれている中で、いかに地域の経済効果

に関連してくるかということを評価することになりますので、そういった意味で評価基準

に県内企業の出資やら事業所の立地、港湾の活用といったことを書かせてもらっているも

のです。 

 

【事業者⑨】 

 例えば、県内の港湾の活用は地域振興策の１つとして具体的に成り立ち得るもので、例

えば計画の効果は地域経済波及効果の中で評価されると、その具体的な政策は共生策の中

評価されるという理解でよろしいでしょうか。 

 

【秋田県】 

当然、同じことであっても両方に書かれるということがあると思っています。 

 

【事業者⑨】 

 ありがとうございます。 

 

【エネ庁】 

よろしいですか、ちょっと補足します。今、ご覧になっているのは、公募占用指針の

129 ページから 130 ページにかけて御質問いただいたと思います。129 ページの中の、地

域経済波及効果の中のトップランナー、優れている、ミドルランナーの中に、それぞれ秋

田県知事の評価基準に掲げる項目への対応について、ミドルランナーであれば「検討され

ているもの」、優れているであれば「評価基準に照らして優れた提案がなされているもの」、

トップランナーであれば「高い実現性が示され、とりわけ優れた提案がなされているもの」

というふうに、段階に分けて、整理されています。秋田県の思いとしては、産業連関表か

ら算出される経済波及効果の数値についてどれほど実現性のある、確からしさなのかとい

うところをしっかりと見ていきたいというものであり、秋田県知事の評価基準※というも

のが下に引用されているという整理です。したがいまして、実際に秋田県知事の評価基準

の※を見ていただきますと、例えば、一番上のポツに、事業実施会社の主たる事業所の立
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地や県内企業が出資参画する計画となっているかとか、２つ目のポツにあるように、具体

的な計画があるかとかですね、要すれば、その経済波及効果の数字の確からしさ、確度と

いうものを実際測る指標として、このような秋田県知事の評価基準が書かれています。し

たがって、この地域経済波及効果とは別に、その上にあります、例えば、協調共生策のよ

うなところについては、ここの秋田県知事の評価基準に書かれているようなものが必ずし

も含まれていなければならないかというと、そういうわけではなくて、事業者によっては

共生策の中に含まれてくるものもあるでしょうけれども、必ずしもそれが同じものである

ということを求めているわけではない、ということでございます。よろしいでしょうか。 

 

【事業者⑨】 

 わかりました。 

 

【エネ庁】 

今の御質問に対してはよろしかったでしょうか。 

今挙手いただいている方はもういらっしゃらないかと思いますけれども、今回ですね、

個別に共生策の内容について、市町村さんとかに当たっていただくことは御遠慮いただい

ています。したがって、共生策の中身等について聞いていただく機会はこの場になります

けれども、他に質問ございませんでしょうか。 

それでは質問がなくなったようですので、質疑応答を終了させていただきます。 

以上で本日の説明及び質疑応答を終了させていただきます。 

今回の説明会の議事要旨がエネ庁、国交省のホームページに掲載されましたらメール等

でお知らせいたします。 

これをもちまして、本日の説明会を終了いたします。お忙しいところ、御参加くださり

誠にありがとうございました。 


